
東京学芸大学次世代教育研究推進機構教員養成カリキュラムの開発・Ｇ-ＩＳＮ推進プロジェクトチーム要項の一部改正について 

 

改正理由：次世代教育研究推進機構に置くプロジェクトチームの名称変更に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

東京学芸大学次世代教育研究推進機構ＫＳＴＮ研究推進プロジェクトチーム要項 

 

 

（設置） 

第１条 東京学芸大学次世代教育研究推進機構規程（平成27年規程第５号）第７条

の規定に基づき，東京学芸大学次世代教育研究推進機構（以下「機構」という。

）に，地域の様々な関係者との協働並びに教育における実践の深化及び連携強化

を目指すネットワーク「きょうそうさんかくたんけんねっと」（以下「ＫＳＴＮ

」という。）に関する研究を推進するため，ＫＳＴＮ研究推進プロジェクトチー

ム（以下「プロジェクトチーム」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 プロジェクトチームは，文部科学省及びＯＥＣＤ等関係機関と連携し，「次

世代型コンピテンシー育成のための教育方法開発とその国内外への発信」の事業に

かかるＫＳＴＮに関する研究を推進するため，必要な業務を行うことを目的とする

。 

 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は，令和３年６月15日から施行する。 

 

東京学芸大学次世代教育研究推進機構教員養成カリキュラムの開発・Ｇ-ＩＳＮ

推進プロジェクトチーム要項 

 

（設置） 

第１条 東京学芸大学次世代教育研究推進機構規程（平成27年規程第５号）第７条

の規定に基づき，東京学芸大学次世代教育研究推進機構（以下「機構」という。

）に，教員養成カリキュラムの開発・Ｇ-ＩＳＮ推進プロジェクトチーム（以下「

プロジェクトチーム」という。）を置く。 

 

 

（目的） 

第２条 プロジェクトチームは，文部科学省及びＯＥＣＤ等関係機関と連携し，「次

世代型コンピテンシー育成のための教育方法開発とその国内外への発信」の事業に

かかる教員養成カリキュラムの開発及びＧ-ＩＳＮを推進するため，必要な業務を

行うことを目的とする。 

 

〔省略〕 

 

 


